
えきしゅうへん 投稿規約 
（2026 年 3 ⽉ 28 ⽇制定） 
 
「えきしゅうへん 投稿規約」（以下、「本規約」といいます。）は、「えきしゅうへん」編集
部（以下、「当編集部」といいます。）が刊⾏する「えきしゅうへん」への投稿を⾏うにあた
り、投稿者に適⽤される条件を定めたものです。 
 
（投稿資格） 
第１条 投稿者の属性による投稿資格の有無は定めない。ただし、未成年者の場合は事前に
保護者の同意を得ること。未成年者の投稿は、保護者の同意があったものとみなす。 
 
（募集する投稿内容） 
第２条 当編集部は、投稿者が「駅周辺の⼈びとに伝えたいこと・発信したいこと」を募集
する。 
 
（投稿⽅法） 
第３条 投稿者は、当編集部が定める投稿フォームから、⽂字⼊⼒または画像データの送付、
あるいは双⽅を通じて投稿を⾏う。 
２ ⽂字⼊⼒で投稿を⾏う場合、１投稿あたりの⽂字数は原則 200 ⽂字以下とする。 
３ データの送付を⾏う場合、１回の投稿につき送付できるファイル数は１つまで、データ

量は 10MB 以下とする。 
４ 投稿者１名につき、１⽇（0 時 0 分起算）の投稿回数は１回までとする。 
 
（禁⽌事項） 
第４条 投稿者は次の各号に掲げる内容の投稿を⾏ってはならない。 
⼀  社会通念上の倫理、公序良俗に反する内容 
⼆ 第三者の著作権、商標権などの知的財産権やプライバシー、肖像権等の権利を侵害する

内容 
三 本⼈から利⽤の許可を得ていない個⼈を特定できる情報（⽒名、住所、連絡先等）が含

まれる内容 
四 虚偽の情報、事実の改変、過度の加⼯、事実に反する認識を誘引しうる内容 
 
（知的財産権等） 
第５条 投稿者が投稿フォームを通じて当編集部に提供したコンテンツ（以下、「投稿物」
といいます。）に関する著作権は、当該投稿者に帰属する。 
２ ただし、投稿者は、投稿物に関する著作権法第 27 条および同法第 28 条に定める権利



（翻訳、編曲、変形、脚⾊、映画化ならびにその他翻案および⼆次的著作物に関する著
作権）を含む著作権および肖像権、パブリシティ権、その他⼀切の知的財産権について、
当該投稿物を提供した時点で、無償かつ⾮独占的な任意の利⽤を当編集部ならびに当
編集部が指定する第三者に対して許諾したとみなされることを予め了承するものとす
る。 

３ 当編集部は、投稿者への事前の通知なく、投稿者が提供した投稿物をペンネームととも
に、⾃らまたは第三者の運営する媒体（Web、紙⾯または雑誌あるいは書籍などの形式
は問わない）に掲載することがあり、投稿者はこれを了承するものとする。 

４ 投稿者は、提供した投稿物に関して著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 
 
（個⼈情報等の取り扱い） 
第６条 当編集部は、投稿者から取得した個⼈情報について、本規約および個⼈情報の保護
に関する法律に基づき、適切に取り扱うものとする。 
 
第７条 当編集部は、投稿者の個⼈情報を次の各号に掲げる⽬的のために使⽤する。 
⼀ 投稿物の内容に関するお問い合わせ 
⼆ 第５条に基づく投稿物の利⽤に関するお問い合わせ 
三 当編集部に関連する活動等のご案内 
 
（規約の改定） 
第８条 当編集部は以下の場合に、当編集部の裁量により、本規約を改定することができる。 
⼀ 本規約の変更が、投稿者の⼀般利益に適合するとき。 
⼆ 本規約の変更が、投稿者による投稿⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容

の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 
２ 当編集部は、前項による本規約の改定にあたり、事前の通知なしに本規約を改定できる

ものとする。 
 
（準拠法・合意管轄） 
第９条 本規約の成⽴、効⼒、解釈、履⾏、適⽤に関わる準拠法は⽇本法とする。本規約に
基づく投稿者と当編集部との間で紛争が⽣じた場合には、双⽅誠意を持って協議のうえ、解
決するものとする。 万⼀、紛争が協議によっても解決しないまたは解決する⾒込みがない
場合、本規約に関する⼀切の裁判⼿続に関しては、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を
第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。 


